
すべての教員のための 

令和２年３月 

香川県教育委員会事務局 特別支援教育課 







− 1−



− 2−



− 3−



− 4−



− 5−



− 6−



- 7 - 

 

 ウ 配慮すべきこと 

    通級による標準指導時数は、週当たり 1単位時間から８単位時間とされていますが、学習障

害者と注意欠陥多動性障害者については、月当たり１単位時間から可能となっています。(H5

文部省告示第 7 号)通級による指導の効果が、通常の学級においても生かされるようになるこ

とを目指して、通常の学級担任と通級指導担当者が指導目標や内容、児童等の様子や変化につ

いて、定期的に情報交換を行い、指導の充実を図ることが重要です。 

     また、家庭や医療機関、福祉施設等の関係機関と連携し、児童等の教育的ニーズを様々な側

面から支援するための個別の教育支援計画の作成や、児童等一人一人について、指導の目標や

内容、配慮事項などを明確にするための個別の指導計画の作成が学習指導要領の中で位置付け

られており(平成 29 年 3 月)、それらに基づき目標を明確化したり、指導・支援内容を共有し

たりすることが重要です。個別の教育支援計画等やサポートファイル「かけはし」を活用して、

進級や進学の際の縦の連携を図ることが大切です。 

 

③ 特別支援学級 

 ア 種類  

    香川県では、６種類の障害種別の特別支援学級を設置しています。  

   ○知的障害 

   ○肢体不自由 

   ○病弱・身体虚弱 

   ○弱視 

   ○難聴 

   ○自閉症・情緒障害 

    特別支援学級は、障害により通常の学級における指導では十分に指導の効果を上げることが

困難な児童等のために編制された、少人数の学級です。 

 

イ 対象となる児童等   

文部科学省通知（25 文科初第 756 号通知）（Ｐ67【表３】を参照）にある障害の程度を満た

していることが前提です。その中で、市町教育委員会で「特別支援学級が適当」と判断された

児童等が対象となります。 

     

 ウ 配慮すべきこと 

    特別支援学級は、障害のある児童等の自立のために編制される学級ですから、単に学力補充

を行うだけの学級ではありません。 

    令和４年４月 27 日付文科初第 375 号「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用につ

いて（通知）」において、『特別支援学級に在籍している児童生徒については、原則として週の

授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や

特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと（当該児童生徒にとっての教育上の必要

性がある場合を除く）』とされており、特別支援学級においては、児童生徒一人一人の教育的ニ

ーズに応じた指導を相当数、系統的かつ継続的に行えるよう学習環境を整えることが大切です。 
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     また、好ましい学級運営のためには、すべての教員が障害について正しい理解と認識を深め

たり、「チームとしての学校」の体制整備を進めたりする等が必要です。特に、特定の教科等を

通常の学級において学習する交流及び共同学習については、教育課程上の位置付け、個々の目

標や評価、支援の仕方等について、交流先の学級担任との協力体制の下、必要な支援体制を整

えたうえで、組織的・計画的に進めていく必要があります。 

        さらに、児童等一人一人について個別の教育支援計画等の作成が学習指導要領の中で位置付 

けられており(平成 29 年 3 月)、それらに基づき長期的視点に立って学校卒業までの一貫し

た指導・支援を行います。個別の教育支援計画等や保護者が作成しているサポートファイル「か 

けはし」を活用して、児童等のこれまでの育ちや支援等について把握するとともに、各関係機 

関と横の連携を図ったり、進級や進学の際の縦の連携を図ったりすることが必要です。 

 

④ 特別支援学校 

ア 種類  香川県には、10校の特別支援学校があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害 

の特性や学習上の特性等を踏まえ、障害による学習上又は生活上の困難を克服しながら、児童 

等が自立し社会参加するために必要な知識、技能、態度等を身に付けることを目的とした教育 

を行っています。 

 

イ 対象となる児童等 

 学校教育法施行令第 22条の３（Ｐ67【表３】を参照）にある障害の程度を満たしていること 

が前提です。その中で、市町教育委員会で「特別支援学校への就学が適当」と判断された児童

等が対象となります。 

 

  ウ 配慮すべきこと 

特別支援学校で行っている教育相談や体験入学等に参加し、様々な学習や活動の様子を見学 

したり相談したりしながら、具体的な教育課程や教育活動について知ることが大切です。 

(本人・保護者に加え、担任教員の同伴が望ましい) 

障害種別 学校名 幼稚部 小学部 中学部 高等部 

視覚障害 香川県立視覚支援学校 〇 〇 〇 〇 

聴覚障害 香川県立聴覚支援学校 〇 〇 〇 〇 

 

 

知的障害 

香川県立小豆島みんなの支援学校  〇 〇  

香川県立香川東部支援学校  〇 〇 〇 

香川県立香川中部支援学校 〇 〇 〇 〇 

香川県立香川丸亀支援学校  〇 〇 〇 

香川県立香川西部支援学校  〇 〇 〇 

香川大学教育学部附属特別支援学校  〇 〇 〇 

肢体不自由 香川県立高松支援学校  〇 〇 〇 

病弱 香川県立善通寺支援学校  〇 〇 〇 
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〇小・中学校に設置される特別支援学級の教育内容については、原則的には「小学校学習指導

要領」又は「中学校学習指導要領」に基づいて選択・組織します。 

    〇特別の教育課程を編成する場合は、「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」及び「特別

支援学校学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」「特別支援学校学習指導要

領解説 各教科等編(小学部・中学部)」を参考にします。 

    

 ★ 自立活動は、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域です

から、児童等の障害の状態や発達の段階を的確に把握して、適切な指導計画の下、学校での

教育活動全体を通して行うよう配慮する必要があります。個別の指導計画の作成に当たって

は、「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）」

第４章を参考にします。 

 

    ★ 総合的な学習の時間は、各教科等を合わせた指導に含むことはできません。知的障害また

は重複障害のある児童等の教育課程において、生活単元学習や作業学習を行う場合、それと

は別に総合的な学習の時間を設定する必要があることに留意してください。 

    

 ★ 同学年の児童等であっても、障害の程度や状態に大きな差があれば、一人一人に合った 

     教育課程を編成することになります。そのため、同学年でも、教科や授業時数、指導目標や

内容が異なることもあります。（特別支援学級在籍児童生徒の総授業時数は、当該学年の総時

間と同じ時間数必要です。） 

 

 

 

 

    〇各教科等の授業時数は、小学校又は中学校に準じます。 

    〇学校教育法施行規則第 51条別表第１及び第 73条別表第２に示されている各教科等の授業時

数をふまえ、地域や学校及び児童等の実態を考慮して、児童等の負担過重にならないよう、

各教科等の授業時数を配当します。 

    〇自立活動や各教科等を合わせた指導（日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学

習）の授業時数については、保護者と十分な共通理解を図ることが大切です。 

     

    ★ 特別支援学級の授業時数についての留意点（４文科初第 375号通知を受けて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 授業時数の配当 

・特別支援学級に在籍している児童生徒については、原則として週の授業時数の半分以

上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた授

業を行うこと（当該児童生徒にとっての教育上の必要性がある場合を除く）。 通常の

学級以外での特別な指導の時間を相当数確保する必要がないと考えられる場合には、

通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた指導等への移行を検討する

こと。 

・交流及び共同学習は、必要な支援体制を整えたうえで、組織的・計画的に行うこと。 
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① 目的 

教育委員会から委嘱された巡回相談員が、保育所、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校を巡回し、主として通常の学級に在籍する発達障害のある（可能性がある場合も

含む）児童等の指導内容・方法に関する指導・助言を行います。それにより、児童等に対する適切

な指導と必要な支援を実施するとともに、校内の総合的な支援体制の整備を推進・充実すること

を目指しています。 

また、巡回相談員が特別支援学校を巡回したり、特別支援学校からの訪問を受けたりすることに

より、特別支援学校に在籍する児童等の指導内容・方法に関する指導・助言を行います。それによ

り、専門的な指導を充実することを目指しています。 

  

② 対象 

 主として通常の学級に在籍する発達障害のある（可能性がある場合も含む）児童等(診断の有無

は関係ありません)及び特別支援学校に在籍する児童等 

 

③ 内容   

ア 相談員    教育委員会が委嘱する巡回相談員 

        ・小・中学校教員 

        ・特別支援学校教員 

        ・専門家（大学教員、医師、理学療法士、言語聴覚士、視能訓練士、教員 OB等） 

イ 巡回先    国公立・私立の保育所（園）、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校 

       特別支援学校 

ウ 訪問回数  １校につき原則年間１回  

エ 形態   授業参観や、巡回相談員と管理職及び担当者・関係者との懇談等 

 

 ④ 留意事項 

〇高松市は高松市教育委員会が定める実施要項に基づいて実施しています。高松市以外の市町は香

川県教育委員会が定める実施要項に基づいて実施しています。 

  

 

 

 

 

 

 

６ 関係機関との連携 
 

（１）巡回相談 

巡回相談に係る文書は、毎年４月に学校に送られます。 

１年生やクラス替え等で環境が変わった児童等などの様子がまだはっきりとしない場

合もありますが、相談が必要となる可能性も考えながら検討し、積極的に活用してくださ

い。 

 

－７２－ 



 

 

 

 

① 目的 

    特別支援学校の教員が、学校等を訪問するなどして、対象の児童等に対する指導内容・方法につ

いて指導・助言を行うことにより、学校等が、児童等に対する適切な指導と必要な支援を実施する

とともに、校内の総合的な支援体制の整備を推進・充実することを目指しています。 

 

② 対象 

   ・小・中学校の特別支援学級に在籍する児童等 

   ・通常の学級に在籍する障害のある児童等（発達障害は含まない。） 

 

③ 内容   

ア 相談員    特別支援学校の教員 

障害の種類 連携先 

視覚障害 香川県立視覚支援学校 

聴覚障害 香川県立聴覚支援学校 

 

肢体不自由 

香川県立高松支援学校 

香川県立香川東部支援学校 

香川県立香川西部支援学校 

病弱・身体虚弱 香川県立善通寺支援学校 

 

知的障害 

自閉症・情緒障害 

香川県立小豆島みんなの支援学校 

香川県立香川東部支援学校 

香川県立香川中部支援学校 

香川県立香川丸亀支援学校 

香川県立香川西部支援学校 

香川大学教育学部附属特別支援学校 

イ 訪問先    国公立・私立の保育所（園）、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校 

       特別支援学校 

ウ 訪問回数  １校につき年間２回まで（ただし、障害種別ごとに申込むことができる。） 

エ 形態   ・連携訪問相談員による授業参観、管理職及び担当者・関係者との懇談等 

       ・連携訪問を希望する学校による特別支援学校の訪問、授業参観等 

④ 留意事項 

〇高松市は高松市教育委員会が定める実施要項に基づいて実施しています。高松市以外の市町は香

川県教育委員会が定める実施要項に基づいて実施しています。 

   

 

 

（２）連携訪問 

連携訪問に係る文書は、毎年４月に学校に送られます。 

新しく特別支援学級担任になった場合や、新しく特別支援学級在籍になった児童等がい

る場合などは、特に積極的に活用してください。 

 

＊知的障害、自閉症・

情緒障害について

は、各地域の特別支

援学校に申込んでく

ださい。 

－７３－ 



 

 

 

 

特別支援学校は， 地域における特別支援教育のセンターとして， 各学校の要請に応じて， 教育

上特別の支援を必要とする児童等の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努める旨が， 学校

教育法第 74条に明確に位置付けられています。 

 

 ① 特別支援学校のセンター的機能とは 

   これまで特別支援学校が蓄積してきた障害のある児童等の教育に関する知見を各地域で最大限

に活用する観点から、特別支援学校は小・中学校等を含む関係機関や保護者に対し、障害のある児

童等の教育についての助言又は援助を行います。 

   香川県の県立９校の特別支援学校では、次のような名称をつけ、地域のセンター的役割を担って

います。詳細については、各県立特別支援学校のホームページをご覧ください。 

      特別支援学校        センター名 

小豆島みんなの支援学校 

学びと育ちの相談センター 

香川東部支援学校 

香川中部支援学校 

香川丸亀支援学校 

香川西部支援学校 

視覚支援学校 
見えにくさと学びの相談センター 

(視覚障害教育支援センター) 

聴覚支援学校 きこえとことばの相談支援センター 

高松支援学校 からだと学びの相談センター 

善通寺支援学校 こころとからだの相談センター 

     

 ② センター的機能の具体例 

○ 小・中学校等の教員への支援 

・障害のある児童等に対する個別の指導内容・方法について助言 

○ 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能 

・就学前の幼児に対する指導及びその保護者からの相談 

○ 福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能 

・関係機関の紹介、支援計画等の作成支援 

○ 小・中学校等の教員に対する研修協力機能 

・小・中学校等の教員に対する研修の講師を務める。 

○ 障害のある児童等への施設設備等の提供機能 

・教材の貸し出し 

 

    特別支援学校は近隣の小・中学校等に対して様々なニーズに対応した地域支援を行ってい 

ます。各特別支援学校の相談センターに直接連絡をとって相談してください。 

（３）特別支援学校のセンター的機能 

－７４－ 
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